
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、取締役及び監査役制度を中心としてコーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の効率性、健全性及び透明性を確保していく所存でありま
す。また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めたすべてのステークホルダ
ーとの円滑な関係構築を目指し、企業価値を高めてまいります。  

２．資本構成 

【大株主の状況】 

３．企業属性 

４．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  

ACCESS CO.,LTD
コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE

最終更新日：2010年7月28日

株式会社ACCESS
代表取締役社長 鎌田富久

問合せ先：社長室 ０３-５２５９-３５６４
証券コード：4813

http://jp.access-company.com

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名または名称 所有株式数（株） 割合（％）
荒川 亨 59,415 15.17

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 45,468 11.61

鎌田 富久 40,965 10.46

有限会社樹 7,400 1.89

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 6,637 1.69

モトローラ インク 5,400 1.38

東京電力株式会社 4,500 1.15

株式会社ブレストシーブ 2,853 0.73

ユービーエス エージー ロンドン アカウンツ アイピービー セグレゲイテッド  
クライアント アカウント

2,810 0.72

ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリーティー クライアンツ 613 2,682 0.68

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 1月

業種 情報・通信業

（連結）従業員数 1000人以上

（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

親会社 なし

連結子会社数 10社以上50社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1)

 

会社との関係(2) 

組織形態 監査役設置会社

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
宮内 義彦 他の会社の出身者    ○ ○     

新浪 剛 他の会社の出身者    ○ ○     

三石 多門 他の会社の出身者    ○ ○     

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である
b 他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者
である

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外取締役を選任している理由

宮内 義彦 ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
助言・提言・意見の表明をいただくため。 
宮内義彦氏が取締役兼代表執行役会長・グループCEOを
務めるオリックス株式会社及びそのグループ会社と当社と
の間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、ま
た宮内義彦氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他
の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外取締役
の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえ
に、当社は、宮内義彦氏に独立した立場からの監督機能
を発揮していただけるものと考えております。

新浪 剛 ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
助言・提言・意見の表明をいただくため。 
新浪剛氏が代表取締役社長・CEOを務める株式会社ロー
ソン及びそのグループ会社と当社との間には、重要な資
本関係や主要な取引関係がなく、また新浪剛氏は、当社
から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりませ
ん。また、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因
となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、新浪剛
氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただける
ものと考えております。

三石 多門 ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
助言・提言・意見の表明をいただくため。 
三石多門氏は、平成10年7月から平成16年6月まで株式
会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに勤務され、そのうち平成12年6
月から平成16年6月まで同社の取締役に就任されており、
現在は、同社の子会社であるドコモ・モバイル株式会社の
代表取締役社長を務めています。株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・ドコモと当社の間には、主要な取引関係が存在し、ま
た、同社は当社の主要株主でもありますが、当社として
は、三石多門氏が当社の事業領域に深い見識を有してい
る立場から実効的な監督機能を発揮し、経営全般にわた
って貴重な助言や有益な提言をいただけるものと考えて
おります。



その他社外取締役の主な活動に関する事項 

社外取締役は、取締役会及び臨時取締役会に出席し、業績その他の経営状況の把握に努め、客観的立場から助言を行い意見を述べています。  

【監査役関係】 

監査役と会計監査人の連携状況 

監査役会は３名（うち２名は常勤監査役）で構成されており、３名とも財務・会計に関する知見を有しております。監査役は会計監査人から監査計画及
び監査実施状況ならびに「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」等につき定期的に報告を受けて、監査結果及び会計監査の状
況を確認しています。  

監査役と内部監査部門の連携状況 

監査役は当社の内部監査部門である内部監査室から監査計画ならびに監査業務遂行状況及び監査結果について定期的に報告を受けており、さら
に、必要に応じて随時意見交換、情報交換を行っています。  

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

監査役会の設置の有無 設置している

監査役の人数 3名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
山本 隆臣 他の会社の出身者    ○      

古川 雅一 他の会社の出身者    ○ ○     

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるもの
である

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由

山本 隆臣 ----

情報通信分野における豊富な業務経験と知見に基づき、
独立の立場から当社の監査を行っていただくため。 
山本隆臣氏は、当社監査役に就任する前に当社の主要
取引先の一つであるKDDI株式会社及びその子会社に勤
務していました。しかし、山本隆臣氏には、前職を退職後、
いかなる制約関係もなしに平成15年4月に弊社常勤監査
役に就任いただいており、同氏は、当社から役員報酬以
外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外
にも社外監査役の独立性の阻害要因となりうる事情は存
在しません。ゆえに、当社は、高い専門性を活かして、山
本隆臣氏に独立した立場からの監督機能を発揮していた
だけるものと考えております。

古川 雅一 有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員

公認会計士としての豊富な経験と知見に基づき、独立の
立場から監査を行っていただくため。 
古川雅一氏が代表社員を務める海南監査法人と当社との
間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、また
古川雅一氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の
財産を得ておりません。また、これ以外にも社外監査役の
独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえ
に、当社は、古川雅一氏に独立した立場からの監督機能
を発揮していただけるものと考えております。 
なお、古川雅一氏は上記の高い専門性とともに、外部の
視点から経営陣に有益なアドバイス・監督をいただけるこ
とを理由に、当社は有価証券上場規程第436条の２に定
める独立役員に指定しております。古川雅一氏は、次に
掲げる事項のいずれにも該当しておりません。 
１．当社の親会社または兄弟会社の業務執行者等 
２．当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
等または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者等 
３．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を
得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 



その他社外監査役の主な活動に関する事項 

監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、非常勤の社外監査役１名は、取締役会、監査役会、代表取締役社長との定期的会議等への出席
ならびに重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務執行について監査しております。常勤の社外監査役１名は、このほか、定常的に業務及び財産
の状況の調査を行っております。  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

当社取締役に対する新株予約権の付与は、当社に対する経営参画意識を高め、業績向上に対する意欲や士気を喚起することを目的としておりま
す。  

該当項目に関する補足説明 

当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の当社に対する経営参画意識を高め、業績向上に対する意欲や士気を喚起すること、また当社
及び当社子会社顧問に対する報酬の一部とすることを目的としております。  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

該当項目に関する補足説明 
１．取締役報酬は10名に対するもの136,759千円、うち社外取締役2名に対するもの14,400千円です。 
２．監査役報酬は3名に対するもの19,600千円、うち社外監査役2名に対するもの11,600千円です。 
（注）社外取締役のうち、1名は無報酬であります。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

当社取締役会規程第6条に定める招集手続きに則り、事前に取締役会に付議する議案及び詳細を配布し、また、必要に応じて事前説明を行っており
ます。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 

現状の体制の概要 
取締役会は、月１回の定例開催と必要に応じた臨時開催があり、その場で迅速な意思決定を行っております。取締役会では、会社の経営方針、経営
戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督、特に重要な事
項について決定を行っております。なお、取締役会では監査役が出席し必要に応じて質疑を行い、意見を表明しております。 
 
取締役会の下には、常務会を設けて、業務執行の意思決定のうち、重要なものについて、常務会での承認を必要としております。常務会は、代表取
締役社長以下業務執行取締役によって構成され、原則として、週１回開催しております。 
当社の取締役会には、３名の社外取締役が選任されており、また、当社の監査役会には、２名の社外監査役が選任されております。当社において
は、社外取締役の選任と監査役会との連携によって、業務執行について、監督・監査を行っております。 
監査役の機能強化に関しては、財務・会計に関する知見と経験の豊富な公認会計士や業界について通暁した方に社外監査役に就任していただいて
おります。これらの社外監査役は、高い独立性を兼ね備えています。 
 
現状の体制を採用している理由 
当社は、社外取締役の選任と監査役会との連携によって、十分なガバナンス機能及び機構を保有できているものと考えます。特に、産業界において
卓越した経験を有し、当社経営陣に対して有効な監督能力を有する社外取締役や、業界において豊富な経験と知見を有する社外監査役を配置する
ことにより、経営に対する十分な監督機能を発揮できているものと確信しています。 
当社の社外取締役は、コンプライアンスやリスク管理について、自らの実践例や経験を基に、あるべき姿を提示することにより、当社の経営陣が過ち
を犯すことがないように監督することにその主たる役割と機能を有しております。  

４．当社の主要株主もしくはその業務執行者等 
５．次の(a)または(b)に掲げる者の近親者 
(a)１から４までに掲げる者 
(b)当社またはその子会社の業務執行者等（業務執行者
でない取締役または会計参与を含む）

取締役へのインセンティブ付与に関
する施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、執行役、
監査役、子会社の従業員、その他

開示手段 有価証券報告書、営業報告書（事業報告）

開示状況 社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明

株主総会招集通知の早期発送 第26回定時株主総会につきましては、平成22年4月27日の開催に対しまして、招集通知の
発送日を平成22年4月5日と致しました。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は１月決算であります。よって、株主総会の集中日は回避しております。

電磁的方法による議決権の行使 第23回定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を開始いたしました。

その他 第25回定時株主総会より、当社ホームページに「招集ご通知」「年次報告書」及び「決議ご通
知」を掲載しております。

 補足説明
代表者自
身による説
明の有無

個人投資家向けに定期的説明会を
開催

毎年、定時株主総会開催日におきまして、株主総会終了後、事業説明会を
開催しております。なお、資料は当社ホームページに掲載しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期
的説明会を開催

四半期、半期及び年度の決算発表日にあわせてアナリスト・機関投資家向
けに会社説明会を実施し、代表者自身による説明を行っております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を
開催

随時、現地に赴き、説明会を実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載 IR資料は当社ホームページに掲載しております。 なし

IRに関する部署（担当者）の設置 IRに関する部署と担当者を設置し、株主を含めたすべてのステークホルダ
ーからの問い合わせに対応し、円滑な関係構築を目指しております。  

実施していません。



Ⅳ内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、会社法第３６２条４項第６号に基づく内部統制システムに関する基本方針（以下「本方針」）を定め、本方針の下で、企業価値の向上及び適
法かつ効率的な業務運営に資するように、コーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を行う所存であります。 
なお、本方針の内容は以下の通りであり、法令の改正を含む社会情勢の変化に対応するために、適宜見直しを行い、その改善を図ってまいります。 
 
１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
(１)株主総会において知識・経験の豊富な社外取締役を選任し、良識に基づいた大所高所からの意見、助言を得る。 
(２)取締役会において取締役会規程を制定し、当該規程に定める基準に従って会社の重要な業務執行を決定する。 
(３)取締役会が取締役の職務の執行を監督するために、取締役は、会社の業務執行状況を定期的に取締役会に報告するとともに、他の取締役の職
務執行を相互に監視、監督する。 
(４）取締役の職務執行状況は、監査基準及び監査計画に従い、社外監査役を含む監査役の監査を受ける。 
(５)「経営理念」や「ビジョン」に加え、取締役を含むすべての役員及び社員が実践すべき行動の基準・規範を定めた「企業行動基準」、「ACCESS Valu
es」、「コンプライアンス・マニュアル」等を制定し、その実施状況を定期的に確認する。 
(６)「内部通報制度及び通報者の保護に関する規程」を制定し、コンプライアンス関連の通報、相談を受け付ける。通報の事実は秘密に保持し、内部
通報者に対して不利益となる措置を行わない。 
(７)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関
係をもたない体制を整備する。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
(１) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、書面（電磁的記録を含む）により作成、保管、保
存するとともに、取締役、監査役、会計監査人による閲覧、謄写に供する。 
(２) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令又は「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、必要十分な
情報開示を行う。 
(３) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本方針」、「機密情報管理規程」等を策定し、最高情報責任者（CIO）をトップとする「情報セキュ
リティ委員会」を設置し定期的にこれを開催するとともに、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）による情報セキュリティ管理体制を整備し、安
全かつ適正な情報資産の保有、活用、管理に取り組む。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
(１) 「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、各部門のリスク管理業務を統括し、リスク管理の基本方針、推進体制、リスク管理に関する規程
の立案その他重要事項を総合的に決定する。 
(２) 各部門の長である執行役員及び社員は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」の定める基本方針に従い、各部門におけるリスク状況の区分・把
握・報告、規程の立案・制定を含むリスク管理体制の整備、未然防止策・対応策の立案・実行その他必要な事項を実施する。リスク状況の把握、見直
しは、少なくとも年1回行う。 
(３) 「コンプライアンス・リスク管理委員会」での審議を経て、重大なリスクの一部について、合理的な条件で保険契約を行う。 
(４) 当社の経営に重大な影響を及ぼすような危機的なリスクが、万が一発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、外部
アドバイザーと連携して、迅速な対応を行うことにより損害を最小限に抑えるとともに、再発防止のための対策を講ずる。 
 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
(１) 経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を採用する。取締役会は、会
社法に従い経営戦略及び重要な業務執行の決定並びに業務執行の監視・監督の機能を担い、代表取締役社長及び一部の業務担当取締役並びに
各部門の長の中から選任された者は、執行役員として業務を執行する。 
(２) 代表取締役及び役付執行役員並びに取締役社長が特に指名した者から構成される常務会を設置し、当社グループ全体の基本方針及び重要な
業務執行事項について審議し、取締役会で決定すべき事項を除きその決定を行う。 
(３） 取締役及び執行役員並びに子会社の業務執行責任者等から構成される経営会議を設置し、当社グループ全体の業務執行状況の適時把握及
び業務執行に関する重要事項の審議を行う。 
(４) 「経営理念」及び「ビジョン」を踏まえて、中期経営計画及び年次事業計画・予算を策定し、その進捗を確認する。また、原価管理や経営情報の迅
速かつ正確な把握を可能にするために、必要な基幹システムを構築する。 
(５) 組織、権限及び職務分掌に関する社内規程を制定し、役割、権限、責任及び手続の明確化を図る。 
 
５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
(１) 「経営理念」や「ビジョン」に加え、すべての社員が実践すべき行動の基準・規範を定めた「企業行動基準」、「ACCESS Values」、「コンプライアン
ス・マニュアル」等を制定し、その実践状況を定期的に確認する。問題があった場合には、就業規則に従い、厳正な処分を行う。 
(２) 代表取締役社長は、機会があるごとに、コンプライアンス（法令遵守、企業倫理）の重要性及びこれに真剣に取り組む会社の方針・決意を社員に
伝達する。 
(３) 「内部通報制度及び通報者の保護に関する規程」を制定し、コンプライアンス関連の通報、相談を受け付ける。通報の事実は秘密に保持し、内部
通報者に対して不利益となる措置を行わない。 
(４) 代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、この部門が定期的に内部監査を実施し、被監査部門に改善点等をフィードバックするとともに、代
表取締役社長及び監査役にその活動状況を報告する。内部監査室の代表者は、取締役会及び監査役会を除き、必要に応じて、一切の社内会議に
出席する権限を有する。 
(５) 「コンプライアンス・リスク管理委員会」及び法務部が中心となって、コンプライアンスに関する社員向けセミナー、研修を開催し、教育、啓発活動を
行う。 
 
６．当社企業集団における業務の適正を確保するための体制 
(１) 子会社の取締役又は監査役として、当社の取締役、監査役、執行役員又は社員を派遣する。派遣された者は、子会社の取締役又は監査役とし
て、子会社の取締役の業務執行の監視・監督又は監査を行う。 
(２) 子会社の事業計画、経営状況、業務執行の状況等を当社に定期的に報告させ、必要に応じて改善点等を指摘する。 
(３) 各子会社は、自社の規模、事業の性質、所在国その他会社の特性を踏まえて、当社と連携をとりつつ、独自に内部統制システムの整備を行う。 
(４) 当社グループにおける財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法等に基づく財務報告に係る内部統制を適切に実施するため、その整備、運
用及び評価に関する基本方針を策定し、当該内部統制の有効かつ効率的な整備等に向けて適切な取り組みを進める。 
(５) 取締役及び執行役員並びに子会社の業務執行責任者等から構成される経営会議を設置し、当社グループ全体の業務執行状況の適時把握及び
業務執行に関する重要事項の審議を行う。 
(６) 「経営理念」や「ビジョン」に加え、子会社の取締役を含め、当社企業集団のすべての役員及び社員が実践すべき行動の基準・規範を定めた「企
業行動基準」、「ACCESS Values」を制定し、その実践状況を定期的に確認する。また、所在国の状況に応じて各子会社は、「コンプライアンス・マニュ
アル」等を制定し、実践する。 
(７) 当社と子会社間の取引条件については、統一的な取引スキームを設定して、いずれかに著しく不利益となったり、恣意的なものとなったりしない
ようにする。 
 
７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
(１) 監査役から必要として要請があったときには、監査役の指揮命令下に監査役の職務を補助すべき社員を配置する。 
(２) 監査役の職務を補助すべき社員の人数、資格等に関しては、監査役と代表取締役社長との間の協議により決定する。 
 
８．監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項 
(１) 監査役の職務を補助する社員は、監査役の指揮命令下に置かれ、その業務に専念する。 
(２) 監査役の職務を補助する社員の任命、異動等に関しては、監査役と代表取締役社長との間の協議により決定する。 
(３) 監査役の職務を補助する社員の人事考課、目標管理等については、常勤監査役が行う。 
 
９．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 
(１) 監査役は、取締役会の他、必要に応じて、一切の社内会議に出席する権限を有する。 
(２) 取締役、執行役員、社員は、監査役の求めに応じて、会社の業務執行の状況を報告する。 
(３) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。 
 
１０．監査役の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体制 



(１) 社外監査役として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を招聘し、代表取締役社長や執行役員等、業務を執行する
者からの独立性を保持する。 
(２) 監査役会は、代表取締役社長と定期的に会議をもち、重要課題等について協議、意見交換を行う。 
(３) 監査役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、必要に応じて、内部監査室に調査を依頼することができる。 
(４) 監査役は、会計監査人と定期的に会議をもち、意見及び情報の交換を行う。 
 
□反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及び整備状況 
１．基本的な考え方 
当社は、企業市民として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、その圧力に屈することなく、組織全体として毅然とした態
度で対応し、取引関係その他一切の関係をもたない体制を整備することとし、「内部統制システムに関する基本方針」に明文化しております。 
 
２．社内体制の整備状況 
当社は、企業行動基準を制定し、その中で反社会的勢力との関係排除及び対決を宣言するほか、「反社会的勢力排除規程」において、組織としての
対応方法を定め、不当要求が発生した場合の対応窓口（総務部）による情報の一元管理を行っております。また、社団法人警視庁管内特殊暴力防
止対策連合会（特防連）及びその下部組織である特殊暴力防止対策協議会（特防協）に加入し、定例会、講習会等に積極的に参加することで、情報
収集及び関係各署との密接な連携体制構築を図るほか、全社員に対して実施するコンプライアンス研修において、反社会的勢力との関係遮断の重
要性について、周知・徹底を図っております。  



Ⅴその他 

１．買収防衛に関する事項

 

当社は、平成19年4月24日に開催の当社第23回定時株主総会において導入いたしました「大規模買付行為に関する対応方針」（以下、「本方針」とい
います。）の一部改定および継続を平成22年４月27日開催の第26回定時株主総会で決議いたしました。 
 
なお、詳細については、インターネットの当社ホームページ（http://jp.access-company.com/investors/library/ir_news/n100315_02.pdf）に掲載してお
ります。 
 
(１)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
 
 当社は、自ら生み出した技術で社会（産業・文化）を変革させ、社会に貢献し責任を果たすことを経営理念として、コンピュータの分野をはじめ、先進
技術を企画・研究・開発し、その成果を製品・技術・サービスとして世に送り出すことで、一般消費者をはじめとするユーザーの生活の向上に貢献し、
社会的責任を果たすべく日々事業活動を行っております。このような活動を継続し、さらに幅広い顧客に当社の製品・技術・サービスを提供していくこ
とが、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることにつながるものと考えております。そこで、当社の事業やビジネス・モデルに関する
理解が十分でない者による当社に対する大規模な買付行為により、当社の顧客・取引先等を含む重要なステークホルダーとの関係が崩壊し、当社
の企業価値・株主共同の利益が毀損されることがないよう、当社株式の大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）
を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めることとしております。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、及び
大規模買付行為が当社株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会として一定の措置を講じる方針です。 
 
(２)基本方針の実現に資する具体的な取組み 
 
1. 中期経営計画による企業価値・株主共同の利益の確保・向上 
 当社の企業価値は、新規技術ノウハウの蓄積、幅広い顧客・取引先との長期安定的な取引関係の維持・発展、優秀な従業員の確保等、多くの要
因によって支えられています。これまで当社では、将来的な製品・技術市場動向を的確に把握するよう努めつつ、中期経営計画を策定してその実現
に邁進するとともに、さらに技術ポートフォリオを拡充すべく友好的に企業買収も行ってまいりました。これらの企業価値・株主共同の利益を支える要
因の一つ一つを維持し、さらに強化していくよう、これからも努めてまいります。 
 
2．コーポレートガバナンスの強化による企業価値・株主共同の利益の確保・向上 
当社は、取締役及び監査役制度を中心としてコーポレートガバナンスの充実を図り、経営の効率性、健全性及び透明性を確保していく所存でありま
す。また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主の皆様を含めたすべてのステーク
ホルダーとの円滑な関係構築を目指し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めて参ります。 
 
(３)基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するための取組み 
 
当社は、平成22年３月15日開催の取締役会で、平成22年4月27日開催の第26回定時株主総会で株主の皆様に承認されることを条件として、大規模
買付行為に関する対応方針（以下、「本方針」といいます。）を継続することを決定し、本方針は第26回定時株主総会において承認されました。 
本方針の概要は、以下のとおりであります。 
 
１．対象となる買付行為 
特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％
以上となる当社株式の買付行為 
 
2．大規模買付ルールの設定 
 当社は、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されることのないよう、大規模買付行為がなされる際には、(a)事前に大規模買付者から当社取
締役会に対して十分な情報が提供され、(b)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ル
ールを設定いたします。 
  
3．大規模買付行為がなされた場合の対応方針 
1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 
 当社取締役会は、当社株主共同の利益の保護を目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限
として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。具体的な対抗措置については、その時点で必要かつ相当と認められるものを
選択することとなります。 
 
2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 
 原則として、当社取締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止するために対抗措置をとるようなことは行わず、大規模買付行為に応じるかどうか
は、大規模買付情報や当社が提示する大規模買付行為に対する意見、代替案等をご検討の上、当社株主の皆様においてご判断いただくことになり
ます。しかしながら、当社取締役会において、大規模買付行為が当社株主共同の利益を著しく損なう場合であると判断したときには、適時適切な開示
を行った上、大規模買付行為に対する対抗措置をとることがあります。 
 
3) 対抗措置発動後の中止 
 当社取締役会は、本方針に従い対抗措置をとることを決定した後でも、(a)大規模買付者が大規模買付行為を中止した場合や、(b)対抗措置をとる
旨の決定の前提となった事実関係等に変動が生じ、当社株主共同の利益を著しく損なわないと判断される場合には、独立委員会の勧告を最大限尊
重した上で、対抗措置の発動の中止を決定することがあります。 
 
4) 独立委員会の設置及び役割 
 取締役会の判断の客観性、公正性及び合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置し、かかる事項の評
価・検討・審議を諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとします。独立委員会の委員は５名以内とし、当社の経営陣から
独立している社外取締役、社外監査役及び社外有識者を対象として選任するものとします。 
 
4．当社株主の皆様・投資家の皆様に与える影響等 
 対抗措置の発動によって、当社株主の皆様（大規模買付者を除きます。）が経済面や権利面で損失を被るような事態は想定しておりません。当社
取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。 
  
5．大規模買付ルールの有効期限 
 本方針の有効期限は、平成25年１月31日に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結時までとします。なお、当社取締役会は、上記有効期限
の満了前であっても、本方針の廃止又は修正を行うことがあります。その場合、当社取締役会は、速やかに情報開示を行います。 
 
 
(４)本方針についての取締役会の判断及びその判断に係る理由 
当社は、本方針が上記(１)に記載の基本方針に沿うものであり、以下の理由から、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また、当
社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 
 
1． 本方針が基本方針に沿うものであること 
1) 大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、及び当社取締役会の評価期間が経過し
た後にのみ当該買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあること。 
2) 大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうような不適切な大規模買付行為が行われ
る場合には、それに対して相当の対抗措置を発動することがあること。 
  
2． 本方針が当社の株主共同の利益を損なうものではないこと 
 本方針は、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の代替案の提示を受ける機会の提供を



ルール化しており、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本方針が、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう
ものではなく、むしろその利益に資するものと考えます。 
 
3．本方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 
 取締役会の判断の客観性、公正性及び合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、かかる事項の評
価・検討・審議を諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとします。また、本方針の根本的な要素として、当社株主に必要
な情報を提供することを目的とし、大規模買付行為が行われた場合、これに応じるかどうかは最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられておりま
す。以上により、本方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。 
また、本方針は当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買い
付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により本方針を廃止することが可能です。従って、本方針は、デ
ッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止することができない買収防衛策）ではありません。また、当社
は期差任期制を採用していないため、本方針はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を
阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

―――  



 
 

 

 

【参考資料：模式図】   
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